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＝平成25年度全国公共図書館協議会定期総会報告＝ 

 

総会は、平成25年６月28日（金）に東京都立中央図書館において開催されました。 

出席者は74名、委任状提出者は621名でした。 

議事は、次の事項について報告、協議が行われ、提案どおり承認されました。 

 

１ 定期総会議題 

協議事項 

（１）平成25年度・26年度役員の選出（案） 

    （２）平成 24 年度事業報告 

    （３）平成 24 年度決算 

    （４）平成 24 年度会計監査報告 

    （５）平成 25 年度事業計画（案） 

    （６）平成 25 年度予算（案） 

    （７）平成 25 年度表彰 

    （８）「全国読書グループ調査」についての協力依頼 

  報告事項 

    「図書館における著作物の利用に関する当事者協議会」の動向等 

 

２ 平成25年度事業計画 

（１）総会及び理事会 

ア 総 会 

    日  時 平成25年６月28日（金） 

    場  所 東京都立中央図書館 

 

NO. ８３ 
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イ 理事会 

   第１回 日時 平成 25 年５月 30 日（木）  

        場所 東京都立中央図書館 

第２回 日時 平成26年１月下旬～２月上旬（書面開催） 

 

（２）研究集会 

   日 時 平成25年６月28日（金） 

場 所 東京都立中央図書館 

テーマ 図書館長のための自分ブランディング講座 

    －内外に味方を増やすキャラクターの作り方－ 

講 師 帝京大学総合教育センター 

准教授 仁上 幸治 氏 

 

（３）調査研究事業及び情報活動等 

ア 調査研究事業 

平成 25 年度は、平成 24 年度に実施した「公立図書館における危機管理（震災対

策等）」に関する実態調査を分析し、報告書にまとめる。 

イ 情報活動 

    ニューズレターを年２回発行する。 

ウ 表  彰 

   表彰規程により実施する。 

      受彰者  １５１名 

（内訳） 

 図書館職員   １３０名 

 図書館長      ４名 

 図書館協議会委員 １７名 

 

３ 決算及び予算 

（１） 平成24年度決算 

収 入 済 額   ２，５２９，４４６円 

支 出 済 額   ２，０４４，０６８円 

繰 越 額     ４８５，３７８円 

（２） 平成25年度予算 

予 算 額   １，９９７，１７８円 
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◇「図書館における著作物の利用に関する当事者協議会」の動向 

 

平成 25 年度前期の開催状況、協議内容は以下のとおりです。 

 

【開催状況】 

第 36 回   平成 25年 5 月 24 日（金） 

第 37 回   平成 25年 9 月 2日（月） 

 

【協議内容】 

１ 図書館における著作物の利用に関する要望事項について 

第 36 回の会議において、「図書、雑誌に限らず、権利者側と図書館側が互いに許容できる範

囲、許容して欲しい範囲」を検討した結果について、権利者側から「著作権法第 31 条第 1 項

の範囲を超える著作物の複製に関する提案」（3 項目）、図書館側から「図書館における著作物

の利用に関する要望事項」（8項目）として提示され、これについて議論を行いました。それぞ

れの提示内容は、下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著作権法第 31条第 1項の範囲を超える著作物の複製に関する提案 

  前回の協議会において検討を行ってきた、「著作物の一部分」「定期刊行物の発行後相当期間」等

についての解釈、運用等に関する検討課題に対する権利者側の考え方、ならびに今後の検討課題と

して提案する事項は以下の通り。 

1．「著作物の一部分」に関する考え方について 

  「一部分」の範囲については、現時点ではあえて結論を急がない。その代わり、下記 3 で示すよ

うな具体的運用方法についての検討の開始を要望する。 

2．「定期刊行物の発行後相当期間」について 

 ①権利者側の考え方を公表してパブリックコメントを求めることについては、時期尚早と判断し、

現時点では実施しない。 

 ②権利者側としては、従来提案してきた個別の定期刊行物上への「発行後相当期間」の表示を、権

利者側から各図書館への要望という意味で実施し、理解と協力を求めていくことを検討したい。 

   ただし、当面、対象とする雑誌は、本取扱いに賛同する出版社の発行する学術・専門誌を中心

とする。 

3．包括的な許諾システム構築について 

 ①現在多くの図書館で運用されている、「一部分」の範囲、並びに「発行後相当期間」の運用ルール

の改定については、図書館側、権利者側の考え方に大きな隔たりがある。これらは非常に重要な

問題であるので、引き続き協議を続けることとしたいが、早期に結論を得ることを期待できるも

のではない。 

 ②しかし、その基準がどのようなものになるとしても、それを超える利用に対する図書館利用者の

ニーズは存在すると考えられる。図書館側がこのようなニーズに応えて出版物の複製物を利用者

に提供したいとの意向があるのであれば、何らかの包括的な許諾システムの構築について検討を

開始することを提案したい。 

 ③これに関しては、現在、著作権管理機構（JCOPY）と国公私立大学図書館協力委員会との間で検討

されている、定期刊行物の最新号の複写提供を可能にするための許諾システム案が参考になる。 
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議論の結果、図書館側からの要望事項は権利者側で、実証実験（特定のタイトルについて、

コピー不可期間を表示して運用する）については双方で検討することとなりました。また、権

利者側が、包括的な許諾システム案を次回会議（第 37 回）で提示することとなりました。 

第 37 回の会議において、権利者側から、前回の会議で図書館側が提示した「図書館におけ

る著作物の利用に関する要望事項」（8項目）は受入れ難いとの回答とその理由の説明がありま

した。絶版資料については、著作単位できちんと権利処理を行うべきであり、図書館側で「絶

版等資料」であることを特定できるリストを提示すること、また、著作権法第 31 条の範囲を

超える複写については、現在、国公私立大学図書館協力委員会と JCOPY との間で協議している

包括許諾システムがあり、公立図書館においても、このシステムに準じた権利処理のシステム

の導入による権利処理が可能ではないかとの考えが示されました。（前提として、全国のすべ

ての公立図書館が同一のシステムを採用することとしています。） 

以上を踏まえ、図書館側の状況についてまとめ、次回の会議で提示することとなりました。 

 

２ その他 

 ○「障害者サービスワーキングチーム」の終了及び「図書館の障害者サービスにおける著作権法

第 37 条第 3項に基づく著作権の複製に関するガイドライン」の別表の一部修正について 

   日本図書館協会から、以下の 2 点について提案があり、了承されました。 
（１）図書館の障害者サービスにおける著作権法第 37 条第 3 項に基づく著作権の複製等に

関するガイドライン検討のためのワーキングチームを設けていたが、メンバーの交代等

もあり、終了としたい。 
（２）「図書館の障害者サービスにおける著作権法第 37 条第 3 項に基づく著作権の複製に関

するガイドライン」の別表の一部修正。 

図書館における著作物の利用に関する要望事項 

  「図書館における著作物の利用に関する当事者協議会」における、図書館側の当面の要望事項  

は下記のとおりです。 

記 

1．学術論文に収録されている個々の論文について、全文複写可能とすること。 

2．絶版等により入手困難な資料（著作権法第 31 条第 3項の「絶版等資料」に関する国立国会図書館

の運用に準じる。）について、著作権法第 31条第 1項第 1号に基づく複製として、全ページ複写可

能とすること。 

3．「著作物の一部分」を超える複製、「発行後相当期間」を経過していない定期刊行物に掲載された

著作物の全部を複製することについて、より簡便に包括許諾が得られるようにすること。 

4．現在、「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」の対象か

ら外れている雑誌を対象に含めること。 

5．映画の著作物が記録されている図書の付属資料や雑誌の付録を、本体と一緒に貸出できるように、

簡便な手続き等を設けること。 

6．看護専門学校図書室・病院図書室を著作権法第 31 条第 1項に基づく複製が可能な施設にする活動

について協力すること。 

7．著作権法第 38条第 5項に規定されている補償金の制度を確立すること。または、映像資料を購入

する際に課されている使用料を引き下げること。 

8．大学図書館を著作権法第 38条第 5項に基づく映画の著作物の複製物の貸与による頒布が可能な施

設にする活動について協力すること。 
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◇ 平成２５年度 図書館地区別研修開催日程 

 

文部科学省からの委託事業として、関係都道府県教育委員会等が実施する今年度の図書

館地区別研修は、以下のとおりです。 

対 象： 公共図書館の勤務経験が三年以上の中堅司書等  

主 催： 文部科学省、開催県教育委員会  

期 日： 全国６ブロックで開催（４日間）  

No 地   区 開催県 日     程 

① 北海道・東北 宮城県 平成 25 年 11 月 26 日(火)～11 月 29 日(金) 

② 関東・甲信越静 神奈川県 平成 25 年 12 月３日（火)～12月６日（金） 

③ 東海・北陸 三重県 平成 25 年 12 月 10 日（火）～12 月 13 日（金） 

④ 近 畿 堺市 平成 26 年２月４日（火）～２月７日(金) 

⑤ 中国・四国 広島県 平成 25 年 12 月 10 日(火)～12 月 13 日(金) 

⑥ 九州・沖縄 佐賀県 平成 26 年２月４日(火)～２月７日(金) 

 

内容等： 公共図書館での勤務経験が三年以上の者を対象として、図書館業務の専門的な 

知識・技術を習得できるよう構成されています。  


